
環境厚生委員長報告 

                 令和８年６月定例会 

 

環境厚生委員長報告をいたします。 

 環境厚生委員会に付託されました議案の審査結果等について報告いたします。 

 

 本委員会に付託されました議案は、「島根県一時保護委託者の登録等に関する基準

を定める条例」など条例案３件、「専決処分事件の報告及び承認について」など一般

事件案３件、「令和８年度島根県一般会計補正予算（第１号）」など予算案２件であ

ります。 

 

 これらの議案について、執行部に説明を求め、慎重に審査いたしました結果、第８

５号議案「島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部

を改正する条例」の条例案１件については賛成多数により、また、その他の議案につ

いては全会一致をもって、原案どおり可決・承認すべきとの審査結果でありました。 

 

全会一致とならなかった第８５号議案「島根県児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例」については、保育士資格を持ってい

ない理学療法士等の専門職を保育士とみなし置き換えるのではなく、保育士の配置

基準に加えて理学療法士等の専門職を配置するべきであるとの理由から反対である

との意見がありました。 

議論を経て、最終的には挙手による採決を行ったところ、賛成多数により、原案ど

おり可決すべきとの審査結果でありました。 

 

次に、報告事項など所管事項調査における質疑、意見等のうち主なものについて申

し上げます。 

まず、環境生活部所管事項についてであります。 

執行部から報告のありました「令和７年度島根県消費者センター消費生活相談の

状況について」では、委員から、警察を名乗る詐欺が増加する中で相談者に対する警

察への届出の助言のみで被害を防ぐことが可能なのかという質問がありました。ま

た、別の委員からは、教育など他部局との連携状況について質問があり、執行部から

は消費者センターに併任されている警察職員と連携して相談対応に当たっている。

また、学校において若年層に対する消費者教育を実施しているとの回答がありまし

た。 

次に、健康福祉部所管事項についてであります。 



執行部から報告のありました「新たな地域医療構想の策定及び保健医療計画の中

間見直しについて」では、委員から、今後の医療体制を議論する地域医療構想調整会

議の構成員に医療を受ける住民を加えることができないかとの意見があり、執行部

からは、住民団体が構成員となっている圏域もあり、様々な意見を聞いた上で策定し

ていきたいとの回答がありました。 

「令和７年度介護・障がい福祉人材の確保・定着に関する実態調査結果について」

では、委員から、賃上げ等の労働環境のさらなる改善が必要であるとの意見がありま

した。また、他の委員からは、他産業との賃金格差について現場の声を国へ伝える必

要があるとの意見があり、執行部からは他業種と比べて賃金が低いことが人材確保

の障害の一因となっていることから国に対して引き続き要望していきたいとの回答

がありました。 

「令和７年度における女性相談等の実施状況について」では、委員から、市町村の

相談体制の充実により、夫等からの暴力を主訴とする県への相談件数が減少傾向に

あると考えられるが、全体の状況を把握するためには市町村の状況把握が必要では

ないかとの質問があり、執行部からは、引き続き市町村の状況を把握し、連携して県

内における相談体制の充実、強化を図っていきたいとの回答がありました。 

「令和７年合計特殊出生率等について」では、委員から、数値の低下傾向に対する

認識について質問があり、執行部からは、若年者の実質賃金が低下しており、こうし

た国全体の社会情勢が改善されないと、子どもを持つという選択をためらわざるを

得ない状況は続いていくことが予想される。このため、国に対して必要な対策を要望

していくとともに、県としても出会いの場の創出や子育て支援について引き続き取

り組んでいきたいとの回答がありました。 

また、委員から、６月２３日に出雲市今市町で発生した建物火災の被災者に対し、

国民健康保険料や介護保険料の減免など、現行の社会保障制度の枠組みの中で県と

して支援をお願いしたいとの意見があり、執行部からは各部局と連携し、取り得る対

応について検討していきたい。また、国民健康保険料などの減免等については、出雲

市とも連携し、対応を確認したいとの回答がありました。 

 次に、島根かみあり国スポ・全スポ局所管事項についてであります。 

 執行部から報告のありました「令和９年度島根かみあり国スポ強化指定校の追加

指定について」では、委員から、強化指定校となった場合にどのような支援があるの

かとの質問があり、執行部からは部活動遠征費や外部指導者配置に係る経費の支援、

国スポ推進教員の継続勤務に対する配慮を行っているとの回答がありました。 

 

以上、環境厚生委員会における審査の概要等を申し述べ、委員長報告といたしま

す。 


